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通算 851号 2018年 2月 9日発行 
 

非常勤職員の定年および再雇用制度 
 

2018年4月より、雇用期間が通算5年以上となる非常勤職員は、本人の希望により無期雇用

職員として雇用されます。無期雇用職員の定年は常勤職員と同じ60歳ですが、常勤職員はシ

ニア雇用制度により65歳まで働けるため、それに合わせて無期雇用職員も再雇用により65歳

まで働けるようになります。無期雇用でない非常勤職員の定年は、有期雇用職員が60歳、短

時間雇用職員が65歳、コーディネーターは70歳で、これまでと変更はありません。 

大学の非常勤職員就業規則には、職場の判断によって、定年年齢を超えた人を非常勤職員

として引き続き雇用することが可能とする条文がありましたが、その条文は削除されます。 

2018年4月1日以降、非常勤職員の方が働き続けられる期限は 
 
 有期雇用職員(無期転換した人)：60歳で迎える3月31日(無期雇用職員の定年)までです。

定年後に再雇用を希望する場合、60歳で迎える4月1日以降は【有期契約】の短時間雇用

職員となり、65歳で迎える3月31日(短時間雇用職員の最終雇用年齢)までです。 

 有期雇用職員(無期転換していない人)：60歳で迎える3月31日(有期雇用職員の最終雇用

年齢)までです。60歳で迎える4月1日以降に、業務内容そのままで、自動的に「有期雇用

職員→短時間雇用職員」として雇用継続することはできませんが、改めて短時間雇用職

員として採用されれば、65歳で迎える3月31日(短時間雇用職員の最終雇用年齢)までです。 

 短時間雇用職員(無期転換した人)：60歳で迎える3月31日(無期雇用者の定年)までです。

定年後に再雇用を希望する場合、60歳で迎える4月1日以降は【有期契約】の短時間雇用

となり、65歳で迎える3月31日(短時間雇用職員の最終雇用年齢)までです。 

 短時間雇用職員(無期転換していない人)：65歳で迎える3月31日(短時間雇用職員の最終

雇用年齢)までです。ただし、60歳で迎える4月1日以降に無期転換の申請をした場合、【無

期雇用】の短時間雇用職員として65歳で迎える3月31日(短時間雇用職員の最終雇用年齢)

までです。 

 2017年3月31日までに雇用されたコーディネーター(無期転換した人)：60歳で迎える3月

31日(無期雇用職員の定年)までです。定年後に再雇用を希望する場合、60歳で迎える4月

1日以降は【有期契約】のコーディネーターとなり、70歳で迎える3月31日(コーディネー

ターの最終雇用年齢)までです。 

 2017年3月31日までに雇用されたコーディネーター(無期転換していない人)：70歳で迎え

る3月31日(コーディネーターの最終雇用年齢)までです。ただし、60歳で迎える4月1日以

降に無期転換の申請をした場合、【無期雇用】のコーディネーターとして、70歳で迎える

3月31日(コーディネーターの最終雇用年齢)までです。 
 
無期雇用職員の方が定年退職後に再雇用された場合の時給は、定年退職時の時給です。 

2017年4月1日以降に採用されたコーディネーターは、「臨時○○補佐員」同様、雇用期間は

最長5年です。 

【有期雇用職員】, 【短時間雇用職員】の別はご自身の労働条件通知書に記載されています

が、労働時間によって以下のように定められています。 

 1日の勤務時間 1週間の勤務時間 

有期雇用職員 7時間45分 38時間45分以内 

短時間雇用職員 8時間以内 30時間以内 
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臨時○○補佐員 
 

2017年4月1日から、任期が最長5年に限られた職種「臨時事務補佐員」, 「臨時技能補佐

員」, 「臨時技術補佐員」で雇用される人がでてきました。(これまでの職種「事務補佐員」, 

「技能補佐員」, 「技術補佐員」はなくなっていません) これら「臨時○○補佐員」で雇用さ

れた人は2017年12月1日時点で55人になります。(臨時事務補佐員:39人, 臨時技能補佐員:7人, 

臨時技術補佐員:9人) 「臨時○○補佐員」で雇用するか「○○補佐員」で雇用するかについて

は、採用時に人事課も確認しますが、業務内容を踏まえて部局が判断します。「臨時○○補佐

員」を新設した経緯上、担当者の誤解も含め、誤って運用される可能性が否定できません。 

組合から、運用に誤りがないかの確認を法人に対し要求したところ、“これまでの採用者

については改めて確認を行い、不適切なものがあれば是正をします。”と回答を得ました。職

名における【臨時】の有無は【無期雇用職員】になれるかなれないかの違いが生じます。非

常勤職員の方は、それぞれ採用時に説明を受けることとなっています。ご自分の理解との間

に違和感などがありましたら組合事務局までご相談ください。 

 

早出遅出勤務 
 
2018年 2月 1日から「早出遅出勤務」の申請をできる対象者が広がりました。 
 

早出遅出勤務 始業時刻と終業時刻を個別に定めた勤務形態 

対象者 小学校就学前の子を養育する職員 

家族の介護をする職員 

小学生等の子を学童保育送迎する職員  ←新しく追加 
 

上記の対象者欄に該当する方の、対象となる理由によって、標準勤務時間(始業時刻 8:30, 終

業時刻 17:15, 休憩時間 12:00～13:00)とは異なる勤務時間を、それぞれの方の事情に合わせ

て設定することができます。「小学生等」および「学童保育」の詳細については「国立大学法

人信州大学における育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する細則」第 4条(2) 

http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/regulations/act/frame/frame110000123.htm 

に記載されています。様式も↑にあります。 

 

永年勤続者と退職者への記念品の制限を撤廃 
 

2017年9月に「国立大学法人信州大学職員の表彰に関する規程」の改正がありました。こ

れまでの永年勤続者表彰では、在職期間が概ね20年勤務された職員に「銀杯」を、信州大学

に10年以上勤務して退職するか、30年以上勤務して定年退職する職員に「花瓶」を贈呈する

ことになっていました。今回の改正では、品名を明示せず「記念品」としました。永年勤続

表彰における「表彰状」や退職者表彰における「感謝状」はそのままです。 

2016年3月の定年退職者に贈呈された花瓶は、木箱に入った青い素敵な花瓶で、ある退職

者は「記念品としてだけなく、家宝として残したい」とのことでした。 
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